令和６年３月25日
居宅介護支援事業所　管理者　様
介護予防・日常生活支援総合事業　事業所　管理者　様

安芸市市民課長

安芸市介護予防・日常生活支援サービス事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基準等を定める規則の改正案について

令和6年3月15日付け厚生労働省告示第84号及び第86号により介護保険法施行規則第140条の63の６第1号の厚生労働大臣が定める基準について一部改正が告示されました（令和6年4月1日適用）。
これに伴い、安芸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基準を定める規則を令和6年4月1日施行で国基準に合わせる内容で改正する予定です。
しかしながら安芸市の規則改正に時間を要することから、事業所におかれましては、別紙のとおり厚生労働省告示等の内容のとおり、重要事項説明書等の改正及び改正日（令和6年4月1日）までに利用者への説明・同意・署名を得たうえでサービス提供していただくようお願い致します。
安芸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基準を定める規則は改正でき次第、改めて通知致します。
短時間での追加改正となりますが何卒ご了承ください。

■資料
・厚生労働省告示第84号
・厚生労働省告示第86号
・介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造案（R6.６～）
・介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造案（R6.10～）
・令和6年4月1日以降のサービスコード表（A2、A6）
・令和6年6月1日以降のサービスコード表（A2、A6）
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